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   第 ３ 回  熊本県議会  厚生常任委員会会議記録 

 

令和７年６月19日(木曜日） 

            午前９時58分開議 

            午前11時29分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第２号） 

議案第３号 令和７年度熊本県国民健康保

険事業特別会計補正予算(第１号） 

報告第１号 令和６年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第６号 令和６年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第13号 令和６年度熊本県病院事業会

計建設改良費繰越額の使用に関する計画

の報告について 

報告第16号 歯科保健対策の推進に関する

施策の報告について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 岩 本 浩 治 

        副委員長 荒 川 知 章 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

      委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 亀 田 英 雄 

        委  員 立 山 大二朗 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

       部 長 下 山   薫 

      政策審議監 鍬 本 亮 太 

医 監 木 脇 弘 二 

長寿社会局長 本 田 敦 美 

子ども・ 

障がい福祉局長 清 水 英 伸 

健康局長 篠 田   誠 

首席審議員 

兼健康福祉政策課長 入 田 秀 喜 

健康危機管理課長 弓 掛 邦 彦 

高齢者支援課長 笠     新 

 認知症施策・ 

地域ケア推進課長 永 野 千 佳 

社会福祉課長 冨 安 智 詞 

子ども未来課長 緒 方 雅 一 

子ども家庭福祉課長 中 村 寿 克 

首席審議員 

兼障がい者支援課長 竹 中   良 

医療政策課長 神 西 良 三 

  国保・高齢者医療課長 黒 瀬 琢 也 

健康づくり推進課長 堤     茂 

薬務衛生課長 飯 野   彬 

病院局 

病院事業管理者 平 井 宏 英 

総務経営課長 米 田 健 人 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主事 井 島 美 幸   

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 

午前９時58分開議 

○岩本浩治委員長 ただいまから第３回厚生

常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 まず、健康福祉部長から総括説明を行い、
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続いて、担当課長から順次説明をお願いしま

す。 

  

○下山健康福祉部長 まず、先般、４月の閉

会中の本委員会で、今年度の新規事業につい

て御説明をさせていただきました。その後の

動きとしまして、４月末にくまもと介護テク

ノロジー・業務改善サポートセンターを開設

しまして、昨日になりますけれども、18日に

「こどもまんなか熊本」推進本部会議を開催

し、今年度の取組事項について共有を図るな

ど、随時事業に着手をしているところでござ

います。引き続き、適宜相談等をさせていた

だきながら、他の事業も含め着実に進めてま

いりたいと思っております。 

 続きまして、本議会に提出しております健

康福祉部関係の議案の概要について御説明申

し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算議案２議

案、報告３件でございます。 

 まず、予算関係でございますが、議案第１

号、令和７年度熊本県一般会計補正予算では

総額18億7,000万円余、議案第３号、令和７

年度熊本県国民健康保険事業特別会計補正予

算では190万円余の増額をお願いしておりま

す。 

 主な内容ですが、周産期医療や救急医療の

提供体制確保に向けた医療機関に対する施設

整備費等への助成や医療費適正化推進等に資

する電子処方箋を導入した薬局への助成、ま

た、訪問介護事業所等が行う人材確保体制の

構築、経営改善に向けた取組への助成に要す

る経費などを計上しております。 

 今回の６月補正予算により、特別会計を含

めた健康福祉部の令和７年度予算総額は、

3,534億円余となります。 

  また、報告関係につきましては、報告第１

号、令和６年度熊本県一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告についてのうち外２件を御報

告させていただきます。 

 以上、概要を御説明申し上げましたが、詳

細につきましては関係各課長が説明いたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○岩本浩治委員長 それでは、引き続き、担

当課長から議案第１号の説明をお願いしま

す。 

 

○入田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料２ページをお願いいたします。 

 令和７年度６月補正予算関係について御説

明申し上げます。 

 社会福祉総務費の右側の説明欄を御覧くだ

さい。 

 福祉総合相談所運営費で、当該相談所の外

壁等の改修工事について、工事着工後、建物

の劣化が設計時の想定よりも進行しているこ

とが判明したことから、増額をお願いするも

のでございます。 

 健康福祉政策課は以上です。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、予防費でございます。 

 一番右の説明欄１の新興感染症対応力強化

事業でございますが、これは、新型インフル

エンザなどの新たな感染症危機、前回の新型

コロナのようなことでございますが、に備え

るため、県と感染症法に基づく協定を締結す

る医療機関が行う感染対策に係る施設、設備

の整備に要する経費の助成等を行うものでご

ざいます。 

 次に、下段の食品衛生指導費でございま

す。 

 説明欄の１、と畜検査整備事業でございま

すが、これは、食肉の輸出に必要な検査機器

の更新に要する経費でございます。 

  健康危機管理課は以上でございます。 
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○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 老人福祉費の右側説明欄１、介護保険対策

費の訪問介護等サービス提供体制確保支援事

業(経済対策分)につきましては、訪問介護事

業所等において実施する研修体制の構築や経

験年数の短い職員への同行に対する支援、経

営改善を目的とした専門家の派遣など、人材

の確保や定着及び経営改善に要する経費への

助成です。 

 高齢者支援課は以上です。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 老人福祉費の右側説明欄１、介護保険対策

費は、国の経済対策によりケアプランデータ

連携システムを活用、促進し、デジタルによ

り業務効率化を図るモデル地域づくりの事業

です。 

 介護事業所や介護施設間のケアプランのや

り取りをデータで行うシステムを活用し、業

務改善に取り組む事業所等を支援する市町村

への助成に要する経費でございます。 

 認知症施策・地域ケア推進課の説明は以上

でございます。 

 

○冨安社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 生活保護総務費の右側説明欄１、生活保護

事務費についてですが、これは、生活保護基

準額の改定等に伴いますシステム改修に要す

る経費でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方子ども未来課長 ７ページをお願いい

たします。 

 児童福祉総務費の説明欄１、国庫支出金返

納金の国庫支出金精算返納金については、令

和５年度の物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金の実績確定に伴う国庫支出金の返納

分でございます。 

 その下、公衆衛生総務費の説明欄１、母子

医療対策費の小児慢性特定疾病対策事業につ

いては、小児慢性特定疾病医療費支給認定に

係る所得区分の決定の基準額が変更になった

ことに伴う公費負担システムの改修費でござ

います。 

 子ども未来課は以上でございます。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 資料は、８ページをお願いいたします。 

 上段の社会福祉施設費についてでございま

す。 

 説明欄１を御覧ください。 

 女性相談センターの一時保護所入所者とそ

の同伴児童等に提供する給食経費につきまし

て、人件費等の増加に伴い予算が不足します

ことから、補正をお願いするものでございま

す。 

 次に、下段の児童福祉施設費でございます

が、これも同様の理由で、児童相談所の一時

保護入所児童に係る給食費につきまして、増

額をお願いするものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 予算の増額をお願いいたしました女性相談

センターと児童相談所の一時保護所の給食業

務につきましては、令和９年度までの委託契

約を行うこととしておりますので、債務負担

行為の限度額の追加も併せてお願いするもの

でございます。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 10ページをお願いいたします。 
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 右の説明欄、１つ目の障がい者福祉諸費の

障がい福祉分野における相談支援体制等強化

事業についてですが、熊本県が実施する法定

研修の次世代の講師を養成するための研修会

の実施のための経費でありまして、経済対策

を活用するものであります。 

 続いて、その次の２、障がい者福祉施設整

備費でありますが、障害者福祉施設を整備す

る社会福祉法人等に対する助成額を決めます

もので、続いて、その下の１、保健医療推進

対策費の施設整備促進支援事業ですが、これ

は、物価高騰を含む経済状況の変化により施

設整備が困難な精神科病院に対して助成する

ものであり、経済対策を活用するものです。 

 11ページをお願いします。 

 こちら、１の精神保健費の自殺予防等対策

推進事業でありますが、子供、若者へ支援す

る市町村等へ専門的な助言や支援を行う「こ

ども・若者自殺危機対応チーム」の設置のた

めの経費であり、経済対策を活用するもので

す。 

 障がい者支援課は以上です。 

 

○神西医療政策課長 医療政策課です。 

 12ページをお願いします。 

 公衆衛生総務費ですが、説明欄１の保健医

療推進対策費の(1)病床数適正化支援事業

は、医療需要の急激な変化を踏まえ、病床数

の適正化を進める医療機関に対する助成で

す。 

 次に、(2)施設整備促進支援事業は、物価

高騰を含む経済状況の変化により、施設整備

等が困難な医療機関に対する助成です。 

 次に、説明欄２の母子医療対策費の地域連

携周産期支援事業は、分娩取扱医療機関が少

ない地域に所在する分娩取扱医療機関の運営

費や、分娩を取り扱わず妊婦健診を行う医療

機関の設備等整備費についての助成です。 

 医療政策課は以上です。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

です。 

 資料の13ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費について、説明欄にござい

ます難病対策費ですが、先ほど子ども未来課

から説明がありました内容と同じく、基準額

変更に伴う公費負担システムの改修に要する

経費の増額をお願いするものです。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○飯野薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 14ページをお願いします。 

 右側説明欄１、薬務行政費の電子処方箋の

活用・普及促進事業について御説明させてい

ただきます。 

 国の経済対策として電子処方箋を導入する

薬局に対する助成を行う事業でございます

が、事業対象期間が本年３月から９月に延長

されたことを受けまして、今回助成金の増額

をさせていただくものでございます。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 次に、議案第３号の説明

をお願いいたします。 

 

○黒瀬国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 資料の15ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計の補正予算でご

ざいます。 

 国民健康保険運営費について、子ども・子

育て支援納付金の算定方式の検討等に関する

増額をお願いするものです。 

 子ども・子育て支援金制度は、令和８年度

に創設される子供や子育て世帯を支援する新

しい分かち合い、連帯の仕組みです。その財

源は、協会けんぽや共済などの保険者を通し

て支払われる子ども・子育て支援金を充てる

こととなっています。 
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 国民健康保険においても、令和８年度か

ら、被保険者の方々は、子ども・子育て支援

金を保険料と合わせて市町村に納め、市町村

は県にその納付金を納めることとなります。 

 この子ども・子育て支援納付金の額の算定

方式につきまして、市町村と協議の上、国民

健康保険運営協議会に諮問を行う必要がござ

います。また、県内にこの制度を広く周知す

るため、広報も行う予定でございます。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 それでは次に、報告第１

号の説明をお願いいたします。 

 

○入田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料16ページをお願いいたします。 

 令和６年度繰越計算書の報告でございま

す。 

 民生費のうち社会福祉費で、上段の総合福

祉センター施設整備事業費は、当該センター

の照明設備等の改修工事に係る設計業務で、

工法検討などに時間を要したことによる繰越

しでございます。 

 下段の福祉総合相談所運営費は、当該相談

所の外壁等の改修工事に係る経費で、先ほど

補正予算の中でも御説明いたしましたとお

り、建物の劣化が進行しており、工事に時間

を要したことによる繰越しでございます。 

 次に、災害救助費で、避難所生活環境改善

事業費は、避難所の生活環境改善に必要な資

機材購入に要する経費ですが、国の経済対策

に伴い、２月補正で予算化したもので、年度

内の執行が困難なため、繰越しをお願いする

ものです。 

 いずれも、今年度中の完了に向け、着実な

推進を図ってまいります。 

 健康福祉政策課からは以上です。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 公衆衛生費について、新興感染症対応力強

化事業費のうち、912万円余を繰り越してお

ります。 

これは、新たな感染症危機に備えるため、

県と感染症法に基づく協定を締結する医療機

関が行う感染対策に係る施設設備の整備に要

する経費でございますが、工事が年度内に完

了しないため、繰り越したものでございま

す。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課です。 

 18ページをお願いいたします。 

 繰越明許費について御説明いたします。 

 事業の一番上、介護施設等職員処遇改善推

進事業費につきましては、介護職員の人件費

や職場環境改善の費用を助成する事業です

が、国の経済対策に伴いまして、令和６年度

の２月補正で予算化した事業を繰り越したも

のです。 

 残りの４事業につきましては、高齢者施設

の開設準備に係る経費や施設整備、介護テク

ノロジーや災害対策などの設備整備に対する

助成ですが、これらは、資材の入手難や国の

経済対策に伴い、工期が確保できなかったこ

とから繰り越したものです。 

 いずれの事業も、年度内の完了を予定して

おります。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 資料の19ページをお願いいたします。 

 繰越計算書について御説明します。 

 １番の認知症基本法理解促進事業費と物価

高騰対策事業費(高齢者施設等分)、生産性向

上・職場環境整備等事業費(訪問看護分)の３

件は、いずれも、国の経済対策に伴い、令和
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６年度の２月補正で予算化した事業費を繰り

越したもので、今年度中に事業完了の見込み

です。 

 なお、物価高騰対策事業費につきまして

は、当課のほか、同様の事業を行う課におい

ても記載がございますが、同様の趣旨でござ

いますので、以下の説明は省略させていただ

きます。 

 認知症施策・地域ケア推進課の説明は以上

です。 

 

○冨安社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 20ページをお願いいたします。 

 民生費の社会福祉費の物価高騰対応生活困

窮者支援事業費についてですが、これは、物

価高騰の影響を受けております生活困窮者の

支援を行う団体の生活必需品の給付などの活

動について助成するもので、年度内に完了を

予定しております。 

 その下の物価高騰対策事業費については、

説明を省略します。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 21ページをお願いいたします。 

 児童福祉費の事業名欄の２つ目、出産・子

育て応援交付金事業費については、妊娠時及

び出産時にそれぞれ５万円を支給するととも

に、伴走型の相談支援を実施するものです

が、年度後半の出生分を令和６年度２月補正

で計上いたしまして、その分を繰り越したも

のでございます。 

 次のページ、公衆衛生費、事業名欄、遠方

妊婦交通費等補助事業費については、当初、

分娩に係る交通費、宿泊費が対象だったもの

が、妊婦健診での交通費も対象となり、その

費用を令和６年度の２月補正で計上し、未執

行分を繰り越したものでございます。 

 子ども未来課の説明は以上でございます。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 23ページをお願いいたします。 

 児童福祉費につきまして、６つの事業を繰

り越しております。金額の大きなものを御説

明いたします。 

 上から２段目のひとり親家庭等支援事業費

は、長期化する物価高騰の影響によりまして

経済的に困窮し、緊急に支援が必要な独り親

家庭に対しまして、食料品や生活必需品の配

付を行うための経費でございます。経済対策

に係る補正に伴いまして、今年度に繰り越し

て実施するものでございます。 

 下から３段目の清水が丘学園整備事業費

は、ハード整備の一部の工事が年度内に完了

しないことが見込まれたため、繰越しをした

ものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 24ページをお願いします。 

 １、社会福祉費の１段目、障がい者施設等

職員処遇改善推進事業費から次の25ページの

２段目の障がい者福祉施設整備事業費までの

事業につきましては、いずれも、経済対策な

ど国の補正予算を受け、２月補正で予算措置

を行った事業であり、今年度に繰り越して実

施するものです。 

 次の３段目の福祉センター施設整備改修事

業費については、身体障がい者福祉センター

の設備改修工事の年度内の完了が見込めなか

ったので、繰り越したものであります。 

 次の２の児童福祉費のこども総合療育セン

ター管理運営費については、こども総合療育

センターの設備改修工事の年度内の完了が見

込めなかったので、繰り越したものでありま

す。 
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 障がい者支援課は以上です。 

 

○神西医療政策課長 医療政策課です。 

 26ページをお願いします。 

 公衆衛生費で４つの事業を繰り越しており

ますが、２番目の物価高騰対策事業費につい

ては、先ほど説明がございましたので、省略

します。 

 まず、一番上の医療施設等整備事業費は、

災害拠点病院の機能強化に対する施設等整備

を助成するものですが、物価高騰等による資

材調達の遅れ等により繰り越したものでござ

います。今年度中の事業完了を予定していま

す。 

 次に、下から２段目の生産性向上・職場環

境整備等事業費及び下段の産科・小児科医療

確保事業費、それから次のページ、27ページ

の医薬費の災害時歯科保健医療提供体制整備

事業費ですが、いずれも、国の経済対策に係

る補正予算に伴い、本年２月に予算を確保い

たしまして、今年度に繰り越して実施するも

のでございます。 

 医療政策課は以上です。 

 

○飯野薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 資料28ページ、お願いします。 

 物価高騰関係につきましては、御説明を割

愛させていただきます。 

 ３の医薬費の一番下に記載がございます電

子処方箋の活用・普及促進事業費につきまし

ては、先ほどの御説明と重複いたしますが、

国の経済対策に伴いまして、昨年の２月補正

で予算措置を行いました電子処方箋の導入に

関する助成でございますが、昨年度内の執行

が困難であったため、繰り越したものでござ

います。 

 薬務衛生課からは以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 次に、報告第６号の説明

をお願いします。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課です。 

 29ページをお願いいたします。 

 事故繰越となった２事業について御説明を

させていただきます。 

 上の段の施設開設準備経費助成特別対策事

業費につきましては、施設を新たに開設する

際などにその準備経費に対して助成をする事

業でございますが、事業実施の前提となる施

設本体の建設工事の着工後に業者が破産した

ことなどにより工事が中断し、新たな契約等

のため時間を要したことから、工期が延長と

なったものでございます。それに伴いまし

て、開設準備につきましても、年度内の完了

が困難となり、事故繰越となったものです。 

 下の段の老人福祉施設整備等事業費は、施

設の防災、減災対策のための施設改修や非常

用自家発電設備の整備等を支援する事業です

が、工事着工後に新型コロナやインフルエン

ザ等の感染拡大が施設内で発生をいたしまし

て、施設への人の立入りを制限したことで工

事の中断を余儀なくされたことなどから、年

度内に事業完了せず事故繰越となったもので

ございます。 

 なお、いずれも年度内に事業は完了する予

定となっております。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 最後に、報告第16号の説

明をお願いします。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

です。 

 報告第16号、歯科保健対策の推進に関する

施策の報告についてです。 

 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例に

基づきまして、歯科保健の現状、令和６年度

の成果、令和７年度の取組について御報告い

たします。 
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 資料33ページをお願いいたします。 

 まず、１、本県の歯科保健の現状について

御説明いたします。 

 (1)子どもの歯の状況につきましては、虫

歯有病者率が、いずれも前年度より数値は改

善しており、全国の順位で見ますと、１歳６

か月児が32位、３歳児が41位、12歳児の１人

平均虫歯本数が全国39位となっております。 

 次に、(2)成人の歯の状況につきまして

は、進行した歯周病を有する人の割合が、40

歳、60歳ともに全国と比べて高い状況にござ

います。 

 次に、(3)の高齢者の歯の状況につきまし

ては、80歳で20本以上の歯のある人の割合

が、全国と比べてよい状況にあります。 

 資料34ページをお願いいたします。 

 (4)の市町村のフッ化物洗口事業の取組状

況ですが、まず、熊本市以外の市町村では、

令和６年度の保育所、幼稚園の実施率が80.1

％で、小中学校の実施率は99.4％でございま

す。 

 熊本市につきましては、全小学校で実施し

ておりますが、92校のうち、３校のみが全学

年実施でございまして、そのほかは、ほとん

どが１年生、２年生のみの実施となっており

ます。 

 次に、フッ化物洗口事業の成果についてで

す。 

 12歳児の虫歯の状況で見ますと、条例制定

前の平成21年度は１人平均2.6本が、令和５

年度では0.8本と改善しておりますが、一部

地域では増加に転じており、新型コロナ禍の

影響等による一時的なものか状況を注視して

まいります。 

 資料35ページをお願いいたします。 

 続いて、２、令和６年度の主な取組の成果

について、主な事業を説明させていただきま

す。 

 まず、歯科保健推進事業として、６事業に

取り組んでおります。 

 (1)の8020推進事業では、地域において歯

科保健に携わる人材の育成、(2)の8020支援

事業では、糖尿病対策における医科、歯科連

携の推進、(4)のむし歯予防対策事業では、

市町村が実施するフッ化物塗布やフッ化物洗

口事業に対する助成を実施しております。 

 36ページをお願いいたします。 

 一番下の欄、歯科医療確保対策事業でござ

います。 

 県歯科医師会が実施する障害児、者歯科診

療に係る事業費及び八代歯科医師会が実施す

る休日歯科診療事業の運営費の助成を行って

おります。 

 37ページをお願いいたします。 

 一番上の欄、歯科衛生士確保対策事業でご

ざいます。 

 歯科衛生士の人材確保及び育成を行うた

め、熊本県歯科医師会が実施する高等学校等

への職業説明会、歯科衛生士の離職防止研修

会などに対して助成を行っております。 

 次の欄、在宅歯科医療連携室機能強化事業

でございます。 

 訪問歯科診療に関する相談や調整などを行

う在宅歯科医療連携室の運営費を助成してお

ります。 

 飛びまして、一番下の欄の歯科衛生士によ

る高齢者の自立支援事業では、歯科衛生士が

介護予防の現場などにおいて技術的な支援が

できるよう、必要な知識を習得する研修会に

対して助成を行っております。 

 38ページをお願いいたします。 

 一番上の欄、障がい児(者)口腔ケア事業で

ございます。 

 各地域の歯科医師等を対象に研修を実施

し、障害の特性に関する理解の促進を図って

おります。 

 次の欄、熊本型早産予防対策事業でござい

ます。 

 県内の妊婦の方々を対象に早産の一因とな

る歯周病などに対する生活指導のほか、妊婦
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歯科検診などを行う市町村への助成、情報発

信を行っております。 

 最後に、次の欄、教育庁の歯・口の健康づ

くり推進事業です。 

 全小中学校でのフッ化物洗口実施に向けま

して、市町村や学校の取組が円滑に進むよう

支援を行っております。 

 続いて、39ページをお願いいたします。 

 ３、令和７年度の主な取組の概要について

御説明いたします。 

 今年度は、健康づくり推進課におきまし

て、常勤歯科医師の配置、歯科衛生士の増員

などにより体制を強化し、災害時歯科保健活

動マニュアル作成に着手するなど、取組のさ

らなる充実に努めてまいります。 

 なお、取組の概要につきましては、ただい

ま説明いたしました令和６年度の内容と重複

いたしますので、新規事業のみ説明させてい

ただきます。 

 41ページをお願いいたします。 

 番号６、障がい児・者歯科医療提供実態調

査につきましては、障害がある方への歯科医

療に関する課題等の把握、対策の検討に向

け、歯科医療機関に対して調査を実施するも

のです。 

 次に、番号７、災害時歯科保健医療提供体

制整備事業につきましては、災害時の歯科医

療、口腔ケア等の活動に必要な車両、器材等

の整備に要する経費を助成するものです。 

 歯科保健対策についての説明は以上です。 

 

○岩本浩治委員長 それでは、続きまして、

病院局の審査に移ります。 

 まず、病院事業管理者から総括説明を行

い、続きまして、担当課長から説明をお願い

いたします。 

 

○平井病院事業管理者 病院局でございま

す。着座にて説明いたします。 

 今回提出しておりますのは、資料30ページ

になりますけれども、お戻りいただきまし

て、令和６年度熊本県病院事業会計建設改良

費繰越額の使用に関する計画の報告について

を提出しております。 

 詳細につきましては、この後、総務経営課

長から説明いたしますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

○岩本浩治委員長 引き続き、報告第13号の

説明をお願いいたします。 

 

○米田総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 この工事につきましては、昨年５月に県と

締結しました感染症に係る医療措置協定書に

基づき、平時からの備えとして、病棟に独立

した給排気設備を５床を設置する工事等でご

ざいます。 

 繰越しの理由としましては、表右側説明欄

のとおり、入札不調のため、年度内に施工が

できなかったものでございまして、入札を３

回実施しましたが、技術者不足等により不調

となったものでございます。 

 なお、この工事につきましては、先般、４

回目の入札を実施しました結果、応札があ

り、契約も完了しておりまして、今年11月上

旬には工事が完成する見込みでございます。 

 病院局の説明については以上でございま

す。 

 

○岩本浩治委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いをし

ます。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑ありませんでしょうか。 
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○藤川隆夫委員 ４ページの訪問介護等サー

ビス提供体制確保支援事業に関してなんです

けれども、ここは、もともと訪問介護事業所

自体が人材不足になり、なおかつ、介護報酬

の面で、なかなか事業が円滑に運営できない

ような状況があろうかというふうに思ってお

ります。 

 そういう中で、これに対して助成をするっ

て話だと思うんですけれども、これは、人材

確保ってそう簡単な話じゃないので、具体的

にどういう形で人材確保に向けてやられるの

か、ちょっと教えていただければと思いま

す。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 藤川委員、御質問ありがとうございます。 

 今委員の発言の中にもありましたように、

訪問介護事業所の経営状況が非常に厳しいと

いう状況を踏まえまして、昨年の国の経済対

策を受けての補正予算で措置をされたもので

ございます。 

 今お尋ねのありました人材確保対策につき

ましては、補助のメニューといたしまして、

事業所の中で、なかなか規模も小さいところ

が多いもんですから、研修等も内部でやるの

は難しいので、外部の研修等を活用した研修

体制の構築ですとか、あと、中山間地域が特

に厳しいというお話もお伺いしていますの

で、そういったところにおける採用活動に係

る費用への助成、また、先ほど説明の中でも

触れさせていただきましたが、やはりお一人

で訪問するということになりますので、経験

年数が短い方が定着をしていただけるよう

に、経験年数が短い方に先輩の職員が同行訪

問をする費用ですとか、そういったものを助

成するということで予定をしているところで

ございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 今の話である程度分かった

んですけれども、結局、この訪問介護事業と

いうのを今一人でという話をされておりまし

たけれども、本来、一人で行くと、極めてこ

れはある意味リスクが伴うというのは当たり

前の話でありまして、本来であれば、やっぱ

り二人で行くというのが筋だろうと思うんで

すよね。 

 だけど、結局は、訪問介護事業所があまり

にも小さいために、それを言うことができな

いというのが恐らく現状であろうというふう

に思っています。 

 そういうような現状を招いているのは、や

はり介護報酬の部分だろうというふうに考え

ておりますので、こういう場当たり的な対応

ではなくて、本来であれば、根本的に介護報

酬の引上げ、これは医療部分もそうなんです

けれども、それをやっていただかないと、要

は、これは地域包括ケアシステムの核になる

部分だろうというふうに思っておりますの

で、そういうような部分を含めて、やはりこ

れはこれとしてやりながら、実態はこうなん

だから、国に対して、やっぱり介護報酬を上

げてほしいという意見を、県からでも、知事

会等含めて、これを出していっていただかな

いと、こういうことやってもほとんど改善し

ないというのが私は現状だろうというふうに

思っておりますので、そういう部分含めて対

応していただければと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。もういいです、この

答弁は。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 委員の御指摘、ごもっともだと思っており

ます。 

 本県のほうでも、今月４日の政府要望の際

にも、厚生労働省のほうに介護職員等の処遇

改善については御要望をさせていただいたと

ころでございます。 
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 引き続き、県といたしましても、介護職員

の処遇改善等について国に対して要望を続け

ていければと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 そのほかに何かございま

せんか。 

 

○内野幸喜委員 これは、もう以前から話し

ていることですけれども、今回、たまたま高

齢者支援課、29ページ、事故繰りの案件あり

ますけれども、今回のいろんな予算見てみる

と、Ｒ６の経済対策分で施設設備等整備費と

いうのが幾つか挙上げられています。もう既

に繰越しなわけですよね。 

 これからいろんな事業をやっていくとき

に、恐らく年末から年明けにかけてという、

そこから始まるケースもあると思うんですよ

ね。そうなると、もう実質１年ちょっとしか

ないと。これは本当にそれで終わるんだろう

かというケースが、今のこの人手不足とかい

ろんな状況を見ると、やっぱりあるんですよ

ね。 

 今回、この事故繰りということで、私は、

これは決して悪いということではなくて、や

っぱりそういうケース、これから増えてくる

と思うんです。今回、この事故繰りになった

分について、国はどういうふうな反応だった

のかというのをちょっと教えていただければ

なと思うんですけれども。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 今回の事故繰りの件に関しましては、そも

そもの令和５年度から６年度への繰越しとい

うのの根本的な理由が、上の施設開設準備経

費につきましては、医療介護福祉基金を使っ

ておりまして、基金の内示が非常に遅いとい

うこともありまして、国の内示を受けて、県

の事業として、そこから事業者に内示をし

て、補助申請をしていただいて、交付決定を

してからしか事業に着手できないということ

もありまして、やはり予算化した年度の工

期、事業期間というのが非常に確保できてい

ないというのが問題点だと思っています。 

 下の段の事業は、国の経済対策を踏まえて

措置した事業でございますので、同じように

予算化の時期が遅いもんですから、事業の工

期が予算化した年度に取れてないというのが

一番大きな原因かと思っております。 

 １つ目の事業の基金につきましては、例年

非常に内示が遅いもんですから、国への要望

の際にも、やはり早期の内示ですとか交付決

定についてはお願いをしているところですの

で、そこは引き続きお願いをしていければと

思っています。 

 国のこの事故繰りに対する評価でございま

すけれども、一応国費が絡む分につきまして

は、財務局等の承認を受ける必要もございま

すので、先ほど御説明をしたような内容で御

説明をしまして、一応そこは御納得をいただ

いているものだというふうに認識をしている

ところでございます。 

 

○内野幸喜委員 納得してもらっているとい

う話ありましたけれども、私は、むしろちょ

っと逆に心配するのが、事故繰りが、もうな

いほうがいいんですけれども、それを事故繰

りになっちゃ駄目だということばっかり意識

し過ぎて、本来やらないといけない施設の整

備ができないということになると、これまた

おかしいなというふうに思うんですよね。 

 やっぱり最近の例を見ると、経済対策とい

うのは、どうしても年末とか年度末というの

が多いですから、必然的にもう繰越しになっ

てしまうんですよね。そうなると、もう１年

間短くなっているわけですから、そういう意

味では、この事故繰りというのも、やっぱり

しっかりと国のほうにも、これは仕方ない部
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分もあるわけですから、そこはやっぱり、知

事会とかも通してだと思うんですが、言って

いかないといけないのかなというふうには思

っています。 

 

○笠高齢者支援課長 御意見ありがとうござ

います。 

 確かに、委員おっしゃるとおり、経済対策

への対応等につきましては、財源はその年度

に予算として確保しますけれども、事業実施

が翌年度になってしまうというような状況が

近年続いておりますので、その中で終われば

いいんですけれども、今回のようにやむを得

ない事情が発生した際には、どうしてもその

次の年に事故繰りということになりますの

で、そこは財務局等にも丁寧に説明をしなが

ら、事故繰り自体が駄目だということになら

ないように、県のほうからもしっかりと説明

をしてまいりたいと思っております。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○内野幸喜委員 よろしくお願いします。 

 

○岩本浩治委員長 その他。 

 

○岩田智子委員 11ページの精神保健費の新

しいもので国から出ているやつで、こども・

若者自殺危機対応チームの設置に要する経費

がありますけれども、どういう方がそのチー

ムに入るのかを教えてください。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

あります。御質問ありがとうございます。 

 チームの構成としましては、今のところ、

精神科医、心理士、保健師、精神保健福祉

士、弁護士などを想定しているところであり

ます。 

 以上です。 

 

○岩田智子委員 本当に子供と若者、この前

もちょっと話題に上りましたけれども、自殺

率がやっぱり高い状況があるので、ぜひ力を

入れてほしいなと思う事業ですので、よろし

くお願いします。 

 続けてよろしいでしょうか。 

 歯科保健のことについてなんですけれど

も、31ページから、ちょっといろいろ読ませ

ていただいて、１歳６か月で虫歯がある子が

0.68％で全国32位、３歳児が11.42、全国41

位、その順位によると、すごく下のほうに感

じるんですけれども、でも、その差というの

は、物すごく小さい差なんだろうなとは思い

ますが、やっぱり小さい子たちの虫歯の原因

というのを大体どういうふうに思えばいいん

でしょうかね。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。御質問ありがとうございま

す。 

 虫歯の原因は多岐にわたるとは思うんです

けれども、１つは、御家庭での食生活である

とかそういったところが一因にはあろうかと

思います。 

 議員御指摘のとおり、全体として、確かに

全国で見ると低位ではございますけれども、

全国的に今度の率は下がっておりまして、全

体的には減少していっております。ただ、一

緒に減少しているものですから、なかなか順

位が上がってはいかないんですけれども、一

定の成果は出ている状況かなというふうに思

っております。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○岩田智子委員 それで、学校でのフッ化物

洗口の事業が、もう小中学校で100％という

ことでされていますけれども、学校の現場

が、やっぱりなかなか先生不足とかいろんな

ものがあって、やっぱり健康づくり推進課が

進める事業でもありますので、各市町村の担

当の方たちが、しっかりこれに関わるという
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ことが100％できているのかどうかの把握は

どうでしょう。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 おっしゃるとおり、この事業、市町村に実

施していただいているものでございますけれ

ども、市町村の中でも、健康部局、保健部

局、そして教育部局が連携して取り組んでい

ただいているところでございまして、各市町

村にて状況が少しずつ違っているというふう

には考えております。 

 で、各地域において、そういった取組につ

いて協議する場というのがございますので、

そういった中でいろんな御意見が出たりと

か、あるいは個別に私どものほうにも市町村

の状況として御意見をいただいたりとかする

ところもございますので、そういったところ

を見ながら、どのような支援ができるのか、

教育委員会と連携しながら進めていければと

いうふうに考えております。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 

 そういう形で、やっぱり地域によってちょ

っといろいろ差があるというのは私もいろん

なところからお聞きしてまして、やっぱり負

担になっているという学校の先生たちの話も

一部で聞いておりますので、連携をしながら

も負担のないような形で進めていただきたい

し、子供たちの虫歯が減っているという状況

もありますので、それは、とても効果的なの

だろうと考えておりますけれども、その辺を

よろしくお願いしたいと思います。 

 いろんな健康祭りとか各地で開かれると、

必ずこの歯のコーナーがあって、だから、そ

ういうところにおきますと、高齢者の虫歯率

というか、80代で20本の率がすごく高いとい

うのはとても何かうれしいなというふうに思

います。 

 やっぱり歯の健康に関しては、小さいとき

から、食生活もそうなんですけれども、歯磨

き、それから、いろんなところでしっかりこ

れはしていかないと、さっき周産期の子供の

低体重児の話もありましたけれども、とって

も大事なんだなというふうに今改めて思いま

したので、しっかりとこれはやっていってほ

しいなと思いますが、先ほど言ったように、

学校でのことに関しては、ちょっといろいろ

考えていただきたいなということで要望をし

ておきます。 

 以上です。 

 

○堤健康づくり推進課長 ありがとうござい

ます。 

 委員御指摘のとおり、学校現場での御負担

というふうな声も上がっているというのは私

どももお聞きしております。 

 一方で、子供の歯の健康を守っていくとい

うふうなことも進めていかなきゃいけない、

その辺のバランスを取りながら、非常に難し

いことでありますけれども、何とかそういっ

た取組を進めていけるよう関係者としっかり

協議を進めていければと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 今のに関連でいいですか。 

 歯科保健対策、条例つくりながら今やって

ますよね。その中で、今回、データ、多少改

善されてきています。ただ、結局は、このデ

ータを押し下げているのは熊本市であって、

ほかの郡部のところはきちっとやっていると

いうふうに、このデータからすると読み取れ

るというふうに思っています。 

 もともと熊本市が、このフッ化物洗口、な

かなかこれを進めなかったという経緯があり

ます。そういうような経緯の中でこういうふ

うなデータになっていると思っておりますの

で、郡部の学校できちっとやれているのであ
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れば、熊本市内も恐らくやれるんだろうと思

いますけれども、やっている学校数が少ない

というのが現状。 

 やっぱりそうなってくると、あと、家庭で

どうやってこれをフォローしていくかって話

になりますので、ある意味、家庭教育のほう

も大事になってくるでしょうから、そういう

のも含めてやっていっていただければという

ふうに思いますので、併せて、この部分、私

のほうからも要望とさせていただきます。 

 あと１点、これに関して、障がい児・者の

歯科医療提供実態調査事業というのをやられ

るということになっておりまして、要は、障

害児者の歯科診療をやる県下の歯科医療機

関、おのおの結構な数が手を挙げているとい

うふうに思っているんですけれども、実際に

やられているところというのは極めて少ない

というふうにも聞いております。 

 この事業をやられる中で、これを調査する

というふうにありますけれども、なぜ、そう

いう今言った形で、手を挙げているけれど

も、実態としてあまりやられていないという

現状があり、その大きな原因が、実は障害児

者の歯科診療って極めて難しくて、簡単に、

虫歯があります、行きました、そのまますぐ

治療ができるかというと、できないというの

が現状だろうというふうに思っております。 

 その中で、そこの歯科診療所の椅子に座っ

ただけでは、実は診療報酬が取れないと。少

しでも歯を触らないと診療報酬が取れないと

いう実態があります。そういうの含めて、な

かなか手を挙げるところは少ないんだろうと

いうふうに思っておりますけれども、今回、

現状、今把握されているこの障害者、難病者

含めて歯科診療をやる歯科医療機関はどの程

度あるのか、まず教えていただければと思い

ます。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 今の事業自体は、健康づくり推進課の方と

いうことでありますが、先生御指摘のところ

のように、その障害児、者の口腔ケアの部分

については非常に重要な部分だと思いますの

で、先ほどの件については、また、健康づく

りのほうからあろうかと思いますが、よく我

々も連携を取りながらやっていきたいなとい

うふうに思います。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 ぜひお願いしたいと思い

ます。 

 

○藤川隆夫委員 きちっと調べていただい

て、実際に本当にやっているところにつない

でいただくってことが大事だろうと思います

ので、市町村にやっぱりこれはそういう情報

提供をして、市町村のほうに聞けば分かるよ

うな体制をつくってもらえれば、障害児者の

歯科診療はここでやってますよと。そこにつ

ないで、そこに行ってもらうというような仕

組みをつくれば、もうこれは進んでいくんだ

ろうなというふうに思います。 

 現状は、この障害児者の歯科診療、今一極

集中でやられておりますので、熊本市の歯科

医師会の裏にある保健センターでやっている

と思いますけれども、そこだけだと、やっぱ

りもう結局間に合わないというか、もう全然

需要に追いついてないような状況があります

ので、いろんな地域でこれができるというの

が望ましいというふうに考えておりますの

で、できるだけどこでもできるような体制を

つくっていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でいいです。 

 

○堤健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 ちょっと先ほどの説明を補足させていただ

ければと思います。 



第３回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（令和７年６月19日) 

 - 15 - 

 令和５年度の障害児者の受入れの医療機関

というのは、データとしては163医療機関が

手を挙げておられますが、実態がどうなのか

というのが見えていないというところもござ

いまして、今回、歯科医療機関を対象に調査

の予算を計上させていただいているところで

ございます。 

 ちょっとまた調査については今後進めてい

くことになりますので、また、改めてそこは

御報告をしていくことになると思います。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 よろしくお願いします。 

 

○岩下栄一委員 虫歯の原因関係はもう明ら

かです。ここに悪い見本がおりますので。 

 認知症対策ですけれども、報告事項になり

ますが、認知症の中で、徘回老人といいます

かね、自分がどこにいるか分からぬようにな

って、もうさまよい歩いて行方不明になっ

て、行き倒れして、死ぬというようなケース

が随分増えていると聞いておりますけれど

も、本県では、そういう実例が幾つもあるん

ですか。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 今お尋ねいただきました認知症が原因で行

方不明の方につきまして、先日県警のほうか

ら公表がございましたが、令和６年１年間で

146人というふうなことで公表がされており

ます。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 こうした人たちを発見する

とか、あるいは保護するとかいうのは何か手

を打っておられるわけですかね。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 今お尋ねいただきました認知症高齢者の見

守り活動につきましては、各市町村で様々な

取組がされておりまして、現在、令和５年時

点で38の市町村が取り組んでおられます。 

 方法としましては、例えば、ＧＰＳを貸与

するなどして衣服や靴などに装着していただ

いて探しやすくするでありますとか、あと、

貼付け式のステッカーなどで、それを見つけ

られた方が読み込んでいただきますと、御家

族とか市町村のほうに連絡が行くような形で

あるとか、そういった形での見守りを行って

いるところでございます。 

 

○岩下栄一委員 人間の死にざまで、最も悲

惨なのは行き倒れで死ぬのが一番悲惨な死に

方だと思いますけれども、認知症の方が行方

不明になって、そのまま田んぼに突っ込んで

死んどったとかですね、新聞記事なんかによ

く出ます。明日は我が身というわけじゃあり

ませんけれども、今から増えていくと思うん

ですね。 

 やっぱり地方自治体で、市町村あたりで認

知症の人たちをケアしていくというシステム

づくりをぜひ早くお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 もう一つよかですか。 

 ちょっとようと知らぬけん聞きますけれど

も、薬務衛生課に。 

今、ちまたには薬があふれております。そ

ういう中で、コンビニでも何でも薬売ってい

るし、登録販売者という制度があると聞いて

おりますけれども、これは許可ですか、免許

ですか、登録販売者。 

 

○飯野薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。御質問ありがとうございます。 

 登録販売業者に関しては、薬務衛生課が所

管しておりますけれども、文字どおり、登録

とあるとおり、県によって登録された方々が

その販売に従事するという仕組みになってお
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ります。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 免許ですか。ただ許可制。 

 

○飯野薬務衛生課長 御質問ありがとうござ

います。 

 詳細については、改めて確認をさせていた

だきまして、御報告させていただければと思

います。 

 

○岩本浩治委員長 改めて説明ということで

よろしゅうございますか。 

 

○亀田英雄委員 ８ページの児童福祉施設費

についてです。 

 被虐待児童等の一時保護に係る給食に要す

る経費の増ということなんですけれども、こ

の理由、給食費が単に上がったのか、児童生

徒の数が増えたのか。私の身の回りでも最近

あったもんですから、ちょっと気になっとっ

たんですけれども、最近の増減の動向、現在

の数とか、ちょっと詳細にお知らせくださ

い。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 児童の一時保護

のところでございますけれども、増額の要因

でございますけれども、現契約の前が４、

５、６ということで、３年間の契約をしてお

りまして、７、８、９ということで、３か年

間の契約をする予定で昨年の12月補正のとき

に債務負担行為をさせていただきまして、御

承認いただきまして、一般競争入札をしたと

ころでございますけれども、積算をするとき

に、当然物価の上昇ですとか、そういったと

ころを見積りをしたんですけれども、入札の

結果、不落というふうな形になりまして、そ

の原因といいますのは、市況の物価の上昇の

状況ですとかそういったものを少し見積りが

甘かったということで、現在は、３か年間の

契約ではなくて、ちょっと予算が不足、不落

いたしましたので、半年間の契約をさせてい

ただいておりまして、今回、増額の補正を御

承認いただきまして、３か年間ですね、残り

2.5年の契約というふうな形でさせていただ

きたいと思っております。 

 こういったことがないように、今回の見積

りに当たりまして、民間信用機関あたりの今

年度の上昇率あたりも加味して、今回の増額

をお願いしているところでございます。 

 それから、質問の２つ目、一時保護の状況

でございます。 

 一時保護をされる前提といたしまして、虐

待の通告件数ございますけれども、虐待通告

件数は、令和５年度から６年度につきまし

て、約2,700件から2,800件ぐらいということ

で高止まりの状況でございます。 

  そういった状況の中で一時保護の数でござ

いますけれども、令和５年度の数は648人で

ございまして、令和６年度は766人というこ

とで、1.18倍ということで、一時保護の数も

少し増えてきているというふうな状況でござ

います。 

 以上でございます。 

 

○亀田英雄委員 大分増えとるような気がい

たしますが、理由というのが、何か分析され

ておりますか。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 虐待通告件数の

主な通告の元でございますけれども、警察の

ほうとも随分連携させていただいておりまし

て、警察のほうからの通告というのが大部分

でございますので、そういった警察と福祉、

児童相談所の連携が、落ち度がなく、しっか

りつながってきているということも言えよう

かと思っております。 

 先ほど、2,700件から2,800件という数字申

し上げましたけれども、その全てが当然一時

保護とか重篤な問題ではなくて、中には、面
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前ＤＶ、夫婦間のけんかということを子供に

見せてしまうということで、例えば、周りの

方が心配したり、そういったことで通告を受

けておりますので、そういった形で大事に至

らないようにしっかり見守りをしている結果

としての、増加の部分もあろうかと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

 

○亀田英雄委員  先ほど、身近であったって

話をしたんですけれども、やっぱり全然分か

らないままに、そんなことがあったんだとい

うことだったものですから、子供に害といい

ますか、その子供の心に影響のないように早

めの対応というのもお願いしたいなというふ

うに思っています。 

 もう一点いいですか。 

 あと、11ページ、先ほど岩田委員のほうか

らもあったんですけれども、この自殺予防等

の話なんですけれども、昨日、特別委員会で

もありましたよね。多いって話だったんです

けれども、金額が多ければいいという話じゃ

ないんですけれども、50万という数字、今回

新規事業で。 

 重要な課題という話だったということなん

ですけれども、ほかにこの問題に対する取組

というのが、どのようなことが行われておる

のか、不勉強ですので、ちょっとあれば教え

ていただければと思いますけれども。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 まず、この金額のところについて少し申し

上げさせていただきますと、今回、国のほう

でも経済対策の中でこういったものも示され

た中で、我々として、よりこの事業を活用し

ていく可能性はもちろんあるなというふうに

は思っているんですが、一旦、今回初回とい

うことでもありますので、どんな形で、より

多く活用をすることができるかということ

は、検証をしていた上で、さらに、この事業

について拡大できるかどうかとかということ

についても考えていきたいなというふうに思

います。 

 今回のこの新しくつくるチームの設置とい

うこと以外の部分に関しまして申し上げます

と、現状、ＳＮＳのほうへ相談ということ

で、ＬＩＮＥを使ったものであったりとか、

あとは、夏休み前とかが非常に、そこで啓発

カードというのを学校で配付をするだとかと

いうことを行っているほか、あとは、若者を

対象とした相談支援ということで精神保健セ

ンターのほうでしてもらうということ、あと

は、ゲートキーパーというふうに申し上げま

すけれども、どういったことに悩んでいるの

かとかということにしっかり寄り添って、も

ろもろの相談に乗るとかということをする方

がいますが、そういった養成講座というのを

これまでも行っているところです。 

 今回、今年度から新しく、先ほどのチーム

の立ち上げということ以外についても、若者

を対象のゲートキーパー養成講座というのを

より拡大していこうだとか、あとは、教師向

けにもゲートキーパーの養成講座を実施する

とかということなどを行っていく予定であり

ます。 

 私からは以上です。 

 

○亀田英雄委員 自殺者が増えるというの

は、やっぱり社会のひずみってあると思いま

すよね。なかなか、増えていくというのは、

いいことではないと思いますので、その辺の

ナイーブな課題なんですけれども、なるだけ

減るように、不幸な人が増えないようによろ

しくお願いします。 

 

○岩本浩治委員長 その他、質問よかです

か。 

 

○立山大二朗委員 ５ページの老人福祉費
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で、介護保険対策費のケアプランデータ連携

による活用促進モデル地域づくり事業のとこ

ろで、ちょっと伺いたいんですけれども、事

業者間でデータ連携をして、より進めようと

いうところだと思うんですけれども、そのモ

デル地域というのが具体的にどこの市町村と

かいうのを教えていただければと思います。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 今お尋ねいただきましたモデル地域につい

ては、一応予算を御承認いただきましてから

正式な募集という形でございますので、現状

で確定しているところではございませんが、

事前に要望調査ということでさせていただい

ている中では、８市町村から９モデルの要望

があっているところでございますので、それ

を基に予算のほうを計算させていただいたと

ころでございます。 

 ちなみに、昨年度は、５町村で取組を実施

していただいたところです。 

 以上です。 

 

○立山大二朗委員 居宅介護であったり、介

護事業者としっかりデータ連携していくこと

というのがすごくよりよいケアにつながって

いくことはとても大事だと思うんですけれど

も、昨年５町村、今年も８市町村ということ

で、何か思ったよりやっぱり少ないなという

感じがするんですよね。何とかもうちょっと

啓発していくとか取組をしてもらえるような

形で進めないのかなと思うんですけれども、

お考えを伺ってもいいですか。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。御意

見ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、モデル地域は、まだま

だ少ない状況でございまして、これは、国の

10分の９の補助を受けます関係で補助上限額

もございまして、なかなか全地域でというこ

とにはならないところでございますが、モデ

ル地域にならない市町村でありましても、い

ろいろな形で、研修会ということで御一緒に

勉強させていただいて、このケアプランデー

タ連携システムを使ってのケアマネジャーの

負担軽減でありますとか、実際にサービス提

供されている介護職の方の負担軽減につなが

るといったことを御理解いただいて、利用促

進を図ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

 

○立山大二朗委員 おっしゃるとおりで、現

場の負担軽減にも言及していただいたんです

けれども、国としても推進しようというとこ

ろで結構呼びかけているはずだけどなあと思

うところで、ちょっとお尋ねさせていただき

ました。ぜひ、しっかりと啓発を含めて対応

よろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 よろしくお願いしたいと

思います。 

 

○藤川隆夫委員 全く同じところの話なんだ

けれども、視点がちょっと違うので、違う聞

き方をさせていただければと思います。 

 このケアプランのデータ連携システム、こ

れは、ある意味、利便性が向上するんだろう

なというふうには思うんですけれども、実際

つくるのは、ケアマネが恐らく作成していく

話になろうかというふうに思っております。 

 その中で、事業所等に所属していないケア

マネだと、ある程度これはいいのかなという

ふうに思うんですよね。ところが、事業所に

所属しているケアマネってこれだけの仕事以

外のことを結構やっているので、ある意味、

このことによって負担感が生じる可能性があ

るし、結局、３か月に１回更新していかなき

ゃいけないので、逆に言うと、極めてこの事

業は、実態としては物すごく忙しくなるとい
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う部分もあるし、全部これは個人情報だか

ら、これをどう管理していくのかというとこ

ろもあろうかというふうに思っておりますの

で、今言った、どういう形でこれを管理して

いくのかということと、個人情報だから。 

 それともう一点、さっき言ったところ、要

は、負担感が、減らすんだけれども、出てく

るところもあるという話はどういうふうに考

えていらっしゃるか、教えていただければと

思います。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 ただいま御指摘いただきました個人情報の

取扱いであるとか、このシステムを使うこと

での負担が新たに発生しないかということで

あったかと思いますが、これまで、ケアプラ

ンにつきましては、ケアマネジャーさんたち

を含め、それぞれの介護ソフトでおつくりに

なってこられたと思うんですけれども、それ

はそのままにしまして、事業所間で違うソフ

トを使っている場合でもデータでやり取りを

できるようにするという部分のデータ連携シ

ステムでございまして、これまでファクスで

あるとか、郵送であるとか、そういった形で

やり取りをしていたものをデータでやり取り

ができるようにすることで、実際そこは、例

えばファクスの間違いであるとか、また、紙

で受け取ったものを転記、また再入力するよ

うなそういった手間を省略できるようなそう

いったシステムでございます。 

 ですので、今回、厚生労働省のほうが開発

をされまして、国保連のほうで運用されてお

りますといったことで、個人情報の管理につ

いては、きちんと管理がなされているシステ

ムというふうにお聞きしております。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 ある意味、個人情報に関し

ては、きちっと管理できているってことで安

心はしましたけれども、先ほど言ったよう

に、やっぱりこれは、実際のケアプランを立

てられる当事者自体は、施設間をほとんど移

動しないことが多いし、事業所はある程度固

定されている場合があるので、このデータを

どういうような形で利活用するのかがちょっ

と見えないところが私にはあって、要は、医

療機関にかかる患者さんだと、ある意味、い

ろんなところを動いて受診されるからこのデ

ータは使えるけれども、この介護現場におい

ては、先ほど言ったように、ある施設に入っ

てしまえばそのままの場合も結構あるから、

逆に言うと、そのデータが、じゃあどこで必

要になるのという話が逆に出てくるというふ

うに思うんですよね。 

 だから、その付近の――もう一つちょっと

分かりづらいんですよね。利便性があるよう

な話はあるんだけれども、実際は、ちょっと

そうなのかという疑問が非常にあるので、も

しその部分で何か答えられる部分があれば教

えてください。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

 今お尋ねいただきました部分、こちらのほ

うの御説明が不足しておりました。 

 このシステムにつきましては、主に使われ

る場面は、居宅介護支援事業所と介護サービ

ス提供の事業所の間になりまして、居宅の場

合ですと、いろいろなサービスを組み合わせ

て在宅介護、在宅生活を続けられることにな

りますので、幾つかのサービス事業所との間

でケアマネジャーがやり取りするに当たって

のデータ連携ということでございます。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 今のでよく分かりました。

要は、在宅にいる人対象だよね。そういうこ

とですね。了解です。分かりました。 
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○飯野薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 先ほど岩下先生から御質問いただいた件に

関して御回答をさせていただきます。 

 まず、薬機法において、薬品の販売という

のは店舗販売業許可とかが必要という前提に

なりまして、その店舗内でどういった人間が

販売できるかということについては、薬剤師

または登録販売者になるわけなんですけれど

も、薬剤師が国家試験に合格した者の免許制

であるのに対し、登録販売者は都道府県知事

が実施した試験に合格し、その登録リストに

載った者という位置づけでございまして、登

録販売者は免許制というより、どちらかとい

うと資格を持っている者といったような位置

づけの者というふうに理解をしていただけれ

ばと思います。 

 御説明は以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 その他、ありませんでし

ょうか。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 ちょっと補足をさせていただきます。 

 先ほど亀田委員のほうから、虐待の状況に

つきまして、ちょっと詳細にということでお

話ありましたけれども、私少し数字を申し上

げずに、ざくっとした話をしましたので、ち

ょっと補足をさせていただきます。 

 令和６年度の虐待通告件数は2,818件でご

ざいまして、そのうち軽微なもの、軽微とい

いますか、助言指導する形で、お子さんが帰

るといいますか、在宅に戻るようなものは

1,942件で、68.9％は助言指導で終わってお

ります。 

  重篤なものといたしまして、親と分離をす

るというふうな施設の入所、あるいは里親の

ほうに委託をするとか、そういうところを見

ますと、施設の入所は79件2.8％、里親への

委託は49件1.7％というふうになっておりま

して、７割弱のところは助言指導で済んでい

るということでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 亀田委員、よろしゅうご

ざいますか。 

 

○亀田英雄委員 ありがとうございます。御

丁寧に。 

 

○岩本浩治委員長 その他、質問ないでしょ

うか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 それでは、ただいまか

ら、本委員会に付託されました議案第１号及

び第３号について、一括して採決したいと思

いますが、御異議ありませんでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 御異議なしと認め、採決

いたします。 

 議案第１号外１件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入りますが、委員から何か

ありませんでしょうか。 

 

○内野幸喜委員 犬、猫の譲受け対象者とし

て県に登録されている団体の役員の方のとこ

ろで、先日、150匹を超える猫の死体が発見
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されて、生きていた猫は12匹、レスキューさ

れたというのがありました。 

 私自身、保護猫と一緒に生活しています。

その猫の中には負傷猫もいるんですよね。私

からすると、そういう非常にショッキングな

事案でした。 

 私の身近な人が、実は６月２日の救済に行

っています。で、最初は、そういう状況って

の私も分からなかったです。夕方遅く、夜帰

ってきて、私も話を聞いて、そういう状況だ

ったんだというのを初めて知りました。写真

とか見せてもらった限り、これは事前に分か

らなかったのかなという気もしたんですね。 

 そこでまず、県のほうにちょっと聞きたい

のが、これは、もう市は動物愛護法違反で告

発してます。これは、多頭飼育崩壊というこ

とでなくても明らかに動物虐待なんですよ

ね。 

 県としていつ把握したのかということと、

把握して以降、県はどういうことをやってき

たのかというのをちょっとお聞かせいただけ

ればなと思います。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 まず、県が知った日とその後の対応も含め

まして、時系列で御説明させていただければ

と思います。 

 まず、そもそも今回の事案自体は、５月27

日に熊本市の愛護センターのほうに通報があ

っております。ちなみに、市のほうとしまし

ては、その日と30日に現地調査を行っており

まして、県には30日に熊本市のほうから県の

動物愛護センターのほうに連絡があっており

ます。 

 で、先ほど委員もおっしゃいましたが、６

月２日に警察署と動物愛護団体等が現地に入

りまして、生存する猫と、あと、死体のほう

を回収しておりますけれども、この日のうち

に、県のほうでは、今回の事案の対象者が所

属していた動物愛護団体に対しまして、県が

譲渡した犬と猫の有無等について確認を開始

しております。 

 さらに、県の登録譲受け対象者の全てにつ

いて現地調査を行うこととしまして、６月３

日から調査を開始しております。 

 で、熊本市以外の３団体と個人で活動され

ているお二人の方については、保健所が現地

の調査を実施しております。ちなみに、この

中で飼養管理等に問題等はあっておりませ

ん。 

 で、あわせて、その後、６日に熊本市のほ

うが警察に刑事告発しておりますけれども、

13日に、県のほうで登録譲受け対象者に対し

まして、県の犬・猫譲渡要領に定めます登録

譲受対象者の遵守事項というのがございます

けれども、こちらについて改めて遵守徹底を

するように文書を発送しております。 

 その後、17日火曜日までに、熊本市内にあ

る６団体とお一人の方おられますけれども、

そのうちの２団体とお一人の方について調査

を終えておりまして、こちらにつきまして

も、いずれにおいても問題はあっておりませ

ん。残る４団体については、相手方、あわせ

て、熊本市のほうと日程調整がつき次第、県

のほうと現地調査をしていくという予定でご

ざいます。 

 ちなみに、現地調査の中では、犬、猫が健

康に暮らせる環境が整っているか、あと、飼

養頭数は飼養場所の規模や従事する人数に見

合っているかなどを確認しております。 

 加えて、登録内容に変更がないかも併せて

確認をしておりまして、変更が生じている場

合については、速やかに変更届を出すように

指導しております。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。 

 今回、代表者じゃなかったわけですよね。

県の場合、現地調査というのは、基本的に
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は、その登録されている住所、代表者のとこ

ろだと思うんですよね。今回は、その代表者

じゃなくて、役員を務めた方のところという

ところで、今後、そういったところまで含め

て調査をするのかどうかというの、ちょっと

どうなんですか。 

 

○弓掛健康危機管理課長 ちなみに、登録自

体は、まず代表者、責任者の住所というのを

登録しておりまして、あわせて、飼養管理場

所についても登録がなされております。その

中には１か所というところもありますが、会

員さん含めて複数箇所登録しているところも

ございますので、登録があっている全てにつ

いて現地調査に今入っております。 

 この中で、登録の内容が変更されてて、飼

養場所が増えていたりというところもござい

ますので、それは、現状に合わせまして調査

をしているところでございます。 

 今後も引き続き、現地調査については必要

に応じてというところでやっておりますけれ

ども、今後は、毎年定期的に現地調査も含め

てやってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員 やっぱり再発防止、こうい

うことがないようにしていかないといけない

と。 

例えば、譲受けを受けた場合、その後の後

追いを調査するというのも大事だと思います

し、あと、報告をしてもらうというか、そう

いうこともやっていかないといけないと。 

 場合によっては、定期的な、事前に連絡し

なくて調査するとか、そういったことも必要

かなと思うんですね。やっぱり今回のこの件

もインパクトが強くて、非常にやっぱりショ

ックを受けている方も多いと思います。 

 知事も記者会見でコメントしてましたけれ

ども、こういったことが起こらないように、

県のほうではできる限りの対処をしてほしい

なというふうに思います。 

 これはもう要望で。 

 

○弓掛健康危機管理課長 毎年、現地調査に

ついては、委員おっしゃるとおり、通告をせ

ずに行くということも必要かなと思っており

ますので、そういったこともやるかどうかに

ついては、引き続き検討してまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 内野委員、よろしゅうご

ざいますね。 

 

○内野幸喜委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 そういうことで、ぜひ、

小まめにお願いをしたいと思います。 

 ほかに何か。 

 

○岩田智子委員 今のに関連して、一言いい

でしょうか。 

 私も保護猫を飼っているんですけれども、

やはり避妊去勢手術の場合、県からは１頭当

たり１万円補助してますよね。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 以前は、そのような形で補助をしておりま

したが、動物愛護センターができましたの

で、そちらのほうで無料で今避妊去勢手術を

やっております。 

 以上でございます。 

 

○岩田智子委員 じゃあもうあそこで一括さ

れているってことですね、今は。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 おっしゃるとおりでございます。 
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○岩田智子委員 地方のいろんな取組をされ

ている方が、やっぱりそこだけではなかなか

連れて行ったりいろいろするのが大変だって

言うんです。 

この前、山都町にちょっと行ったときに、

出張で避妊去勢をされている方が来られてい

て、大体30頭ぐらい避妊去勢をそこでもされ

ていましたけれども、有料ではありますけど

ね。その避妊去勢をした猫たちの追跡調査と

かそういうところもすごく重要かなというふ

うに思いました。 

 やっぱりかわいいからもう保護したいとい

う気持ちは物すごく分かるんだけれども、で

も、自分で飼えなければ、やっぱり責任が取

れない場合もたくさんあるんだというところ

も、やっぱりそれぞれの地域でも啓発を、動

物愛護が、ただもう愛するだけというかな、

それだけではいけないんだという啓発もすご

く必要だなというふうに今回のことで私も思

いましたので、重ねてよろしくお願いしたい

と思います。 

 それから、この前、卵巣予備能検査が幸村

議員の質問で見直すということになったんで

すけれども、その答弁の中でちょっと気にな

るところがあったので、今日お尋ねします

が、あのとき、２月、予算通っていて、私た

ちも中身なかなか精査しないまま、私たちも

賛成をしてたんですけれども、知事が報道で

あの内容を知ったとおっしゃったことがちょ

っと気になってしまって、いろんな施策があ

るので、知事が一つ一つそういう細かい内容

とかは分からないのかもしれないけれども、

やっぱり決裁をするのは知事なので、あの発

言はどうかな、知事に言わなければいけない

んですけれども。いろんな新しい施策、今回

もいろいろ出てますけれども、そういうのや

っぱり知事が見られるんですよね。確認で

す。 

 

○緒方子ども未来課長 ありがとうございま

す。 

 知事は、事業自体が実施されるということ

は当然御存じでした。今回、細かいところま

でという意味合いで、そこまでの事業を承知

してなかったということで、取材を受けて、

その内容を答えていった中で情報が出ていっ

たという形になりますので、そこまで承知を

していなかったという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○岩田智子委員 幸村議員も私も、委員会で

発言をしましたが、プレコンセプションケア

自体は、とても大事なことだと思っていて、

その検査自体にも否定をするものではないと

いうのは、皆様にも知っておいてほしいなと

思います。 

 やっぱりプレコンセプションケアというの

が、その言葉自体をやっぱり県庁職員なり、

私も学校の先生の仲間にも聞いたら、ほとん

ど知らない、えっ、それ何って感じなので、

まずは見直すということで、アンケートとか

を取りますというふうにおっしゃっていたの

で、その辺で、やっぱりそれが何なのかとい

うのを知っていくっていうのとても大事なこ

とだと思いますので、そこからまた、よい事

業を構築していただければというふうに私は

思っておりますので。何かあれば。 

 

○緒方子ども未来課長 知事からも答弁の中

でもお答えがありましたけれども、再検討す

るということになっておりますので、プレコ

ンセプションケア、確かにまだ啓発としては

行き届いてないといいますか、国のほうでも

９割ぐらいの人はまだ御存じないというよう

なことも出ておりますので、そういった啓発

が進むように取組を進めてまいりたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○岩本浩治委員長 啓発をするということで

よろしくお願いしたいと思います。 

 その他、何かありませんでしょうか。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございますが、岩田委員の御意見に対してで

ございます。 

 まず１点目、避妊去勢手術でございますけ

れども、受付のほうは、県内３地域に分けて

実施しております。で、センターで実施なん

ですけれども、受付のほうは、各保健所に持

ち込んでいただきますので、そこまでの御負

担というのはどうしても必要ではございます

けれども、そのようなやり方でさせていただ

いております。 

 あわせて、委員御提案というか、御要望の

ありました適正飼養というか、その点につき

ましても非常に重要なことだと思っておりま

して、県の動物愛護の施策の中でも大きく６

つの柱で進めておりますけれども、その第１

番目に、飼い主における適正飼養と終生飼養

の推進というところを掲げておりまして、こ

ちらについては、なお一層の周知啓発に努め

てまいりたいと思っております。 

 あわせて、多頭飼育崩壊対策についても、

県としても取り組んでおりまして、ただ、こ

れは、県だけでなかなか取り組むのが限界と

いうのもございますので、まず、早期に探知

するために、福祉部局や民生委員さんなどと

も連携して、早くに探知をして早くに対応す

るという体制づくりについて、さらなる強化

に努めております。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 岩田委員、よろしゅうご

ざいますか――それでは、そういうことでお

願いをしたいと思います。 

 その他に、何かありませんでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了したいと思います。 

 最後に、要望書等が４件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第３回厚生常

任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午前11時29分閉会 
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